
 

 

地方支分部局等における指導監督行政（立入検査）に関する調査 

の局長通知に伴う改善措置状況（その後）の概要 
 

〔調査の実施時期等〕 

１ 実 施 時 期  平成 17 年４月～18 年 12 月 

２ 調査対象機関  内閣府、公正取引委員会、金融庁、総務省、法務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、 

経済産業省、国土交通省、環境省、都道府県、市町村、事業者等 

 

〔通知日及び通知先〕 平成18年12月19日 厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省 

 

〔 回 答 年 月 日 〕 平成19年９月21日 厚生労働省、平成19年９月18日 農林水産省、 

平成19年９月19日 経済産業省、平成19年９月21日 国土交通省 

〔その後の改善措置状 

況に係る回答年月日〕 平成21年１月28日 厚生労働省、 平成21年１月26日 農林水産省、 

平成21年１月20日 経済産業省、平成21年１月26日 国土交通省 

 

 

  〔行政評価・監視の背景事情等〕 

○ 各省庁は、所管法令に基づき、立入検査等により事業者に対する指導監督行政を実施 

○ 立入検査権限の一部は、地方支分部局等の長に委任されているが、委任状況や実施方法等の実態は不明確 

○ 立入検査は、事業者が行う事業活動の広域的展開への的確な対応、事業者の負担の軽減等の観点から、効果的、効率的に行われる必要があるが、

複数の行政機関が同一事業者に対して同一年度に立入検査を重複して行う等の例あり 

  ○ 国の地方支分部局等における指導監督行政（立入検査）の実施状況を調査し、その実態（全体像）を明らかにするとともに、関係行政の改善に

資するため実施 
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通知要旨 関係省が講じた改善措置状況 

１ 地方支分部局等の管轄区域を越えて事業を行う者に対する的確な立入検査の実

施 

（説明） 

○ 海上運送法第25条第１項に基づく立入検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ しかし、各地方運輸局等における立入検査の対象範囲については、定期航路

事業等の許可を自ら行ったものか否かによって異なる取扱い 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 

（注）１ ○は立入検査の対象、×は対象外 
２ 「管内自局許可施設」：管轄区域内に所在する輸送施設等の 
うち、自ら許可した定期航路事業等に使用するもの 

３ 「管内他局許可施設」：管轄区域内に所在する輸送施設等の 

区 分 

（地方運輸局等名） 

管内自局許可

施設 

管内他局許可

施設 

管外自局許可

施設 

Ａ 北海道、九州 ○ ○ ○ 

Ｂ 関東、中部 ○ ○ × 

Ｃ 東北、近畿、 

  中国、四国 
○ × ○ 

Ｄ 沖縄 ○ × × 

 

 

 

→ 海事局運航労務課長通達「海上運送法に基づく立入検査の適正な実施に

ついて」（平成18年12月21日付け国海運第115号。以下「運航労務課長

通達」という。）及び海事局運航労務課首席運航労務監理官事務連絡（同

日付け）により、地方運輸局等に対し、①立入検査の対象は当該地方運輸

局等の管轄区域内のすべての事業者及び船舶（以下「事業者等」とい

う。）であり、これら事業者等の中に他の地方運輸局等の許可に係る事業

者等が含まれる場合であっても対象となること、②立入検査の管轄区域

は、当該地方運輸局等の管轄区域外に出る船舶に乗船して立入検査を行う

場合を除き、当該地方運輸局等の管轄区域内であることを徹底するよう指

示を行ったところ。                  （国土交通省） 

                           
 
 
 
 
 
 
 
    （改善後の取扱い） 

 

→ 

 

 

 

 

 

 

   （注）「管外自局許可施設」については、当該地方運輸局等の管轄 
区域外に出る船舶に乗船して立入検査を行う場合を除く。 

 

国土交通省は、立入検査を的確かつ効果的・効率的に行う観点から、地方運

輸局等に対し、海上運送法第25条第１項に基づく地方運輸局等の立入検査の対

象範囲と管轄区域との関係を明確に示し、速やかに改善措置が講じられるよう

指導すること。 

○ 海上運送法に基づく定期航路事業等に使用する船舶、事業場等への立

入検査権限は、地方運輸局長等に委任 

○ 各地方運輸局等に海事関係の執行官として配置される運航労務監理官

が立入検査を実施 

○ 立入検査の対象 

運航労務監理官は、「運航労務監理官執務要領」（平成17年3月28日

付け海事局長通知）により、地方運輸局等の管轄区域内において職務権

限を行使することを原則とする旨規定 

区 分 

（地方運輸局等名）

管内自局許可

施設 

管内他局許可

施設 

管外自局許可

施設 

Ａ 北海道、九州 ○ ○ × 

Ｂ 関東、中部 ○ ○ × 

Ｃ 東北、近畿、 

  中国、四国 
○ ○ × 

Ｄ 沖縄 ○ ○ × 

→：「回答」時に確認した改善措置状況 

⇒：「その後の回答」時に確認した改善措置状況 
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通知要旨 関係省が講じた改善措置状況 

うち、他の地方運輸局長が許可した定期航路事業等に使用するもの 
４ 「管外自局許可施設」：管轄区域外に所在する自ら許可した定期 
航路事業等に使用するもの 

 
○ このため、次のような場合は、立入検査の対象とされない。 
① 上表のＢの運輸局が許可したものが、Ｃ又はＤの運輸局の管内にある
場合 

② 上表Ｄの運輸局が許可したものが、Ｃの運輸局の管内にある場合 
○ 関東運輸局が許可した一般旅客定期航路事業に係る四国及び近畿運輸局
管内の施設（各１施設）は、平成14～16年度の検査実績なし 

 

２ 立入検査の実施に係る関係機関の連絡・調整の推進 

  （注）「重複検査」：複数の行政機関が同一の事業者に対して同一年度内に立入検
査を重複して行っているもの。 

（説明） 

ⅰ）海上運送事業者に対する地方運輸局等と管区海上保安本部の立入検査（総

点検）（海上運送法第25条第１項等） 

 
 
 
 
 
 

 

○ 総点検期間内（約１か月）に行われた地方運輸局等と管区海上保安本部

の立入検査（総点検）の中には、対象事業者が重複しているものあり（９

⇒ 運航労務課長通達等を発出した以降も、日頃から地方運輸局等に対し立

入検査に関する指示を行う中で、その徹底を図っているところ。 

平成 20 年 10 月に、地方運輸局等における同通達等の励行状況を確認し

た結果、すべての地方運輸局等(注)において適正な対象範囲に基づき立入

検査を実施。今後も、継続的に実施するよう指示を行っていく。 

(注)「地方運輸局等」は、地方運輸局、支局及び海事事務所の全 62 機関

（神戸運輸監理部及び沖縄総合事務局を含む）。 

                            （国土交通省） 

 

→ ⅰ）運航労務課長通達により、地方運輸局等に対し、地方運輸局等が行

う海上運送事業者に対する総点検期間における立入検査と同期間中に

海上保安庁が行う指導・啓発活動について、双方が定期的に事前協議

を行い、同一船舶への訪船時間を合わせて実施するなど計画的・効率

的な業務の遂行を指示するとともに、海上保安庁警備救難部管理課長

及び交通部安全課長連名通達「地方支分局等における指導監督行政

（立入検査）に関する調査の結果（通知）について」（平成18年12月

22日付け保警管第278号、保交安第48号）により、管区海上保安本部に

対し、同旨の指示を行ったところ。         （国土交通省） 
 

⇒ ⅰ）海事局及び海上保安庁において、関係地方支分部局に対し、平成19

年度には「平成19年度年末年始の輸送等に関する安全総点検実施計

画」(平成19年11月16日海事局)及び「年末年始特別警戒及び航路標識

の一斉点検について」(平成19年11月30日付け保総政第345号 海上保

安庁長官通達)、20年度には「平成20年度年末年始の輸送等に関する安

全総点検実施計画」(平成20年11月７日海事局)及び「年末年始特別警

戒及び航路標識の一斉点検について」(平成20年11月18日付け保総政第

219号 海上保安庁長官通達)により、立入検査等の実施に当たっては

双方が十分に連絡を取り合い、重複する場合には訪船時間を合わせて

実施するなど計画的・効率的な業務の遂行を指示したところ。 

引き続き、関係地方支分部局間において十分な調整を図るよう指示

を行っていく。                  （国土交通省） 

○ 国土交通省は、通達により、毎年度行う「年末年始の輸送等に関する 

安全総点検」の実施方法について、次の指示  

・  海上運送事業者の点検は、地方運輸局等と管区海上保安本部が連

絡を取り合い、同一船舶への訪船指導等については時間を合わせて実

施するなど、事業者に過度の負担が生じないよう行うこと 

① 同一の事業者等に対し行政上密接に関係する複数の行政機関が立入検査を

行う場合、重複検査等が行われることのないよう、 

 ⅰ）海上運送事業者に対する総点検期間内における立入検査については、関係

地方支分部局に対し指導を徹底すること。（国土交通省） 

ⅱ）農薬等の販売業者に対する都道府県等の立入検査については、都道府県等

に対し助言を行うこと。（厚生労働省、農林水産省） 

ⅲ）簡易ガス事業者に対する経済産業局及び産業保安監督部の立入検査につい

ては、立入検査に関する実施方針等を示し、両機関に徹底すること。（経

済産業省） 
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通知要旨 関係省が講じた改善措置状況 

→ ⅱ）厚生労働省医薬食品局長・農林水産省消費・安全局長連名通知「毒

物及び劇物取締法及び農薬取締法に基づく立入検査に係る技術的助言

について」（平成19年3月30日付け薬食発第0330025号、18消安第14527

号。以下「厚生労働省医薬食品局長・農林水産省消費・安全局長連名

通知」という。）により、都道府県等に対し、毒物及び劇物取締法担

当部局及び農薬取締法担当部局は、①同一年度に同一の事業者等に対

して立入検査が重複して実施されることのないよう協議・調整の上、

立入検査の実施対象及び実施時期等を定めた年間計画を策定し、計画

的かつ効率的な立入検査を実施すること、②年間計画に変更が生ずる

場合には他方の法律を所管する部局に対し、速やかに連絡するととも

に、実施時期の調整を行い、同一年度に重複して立入検査が実施され

ることのないよう留意することを助言したところ。 

管区中４管区で20件（平成16及び17年度）） 
 

ⅱ）農薬及び毒劇物の販売業者に対する都道府県等の立入検査（農薬取締法第

13条、毒劇物取締法第17条第２項） 

 

 

 

 

○ 都道府県等の農薬取締法担当部局と毒劇物取締法担当部局が同一の販売
業者に対して同一年度に立入検査を重複して行っているものあり（９道
府県中６県で43件（平成16年４月～17年９月）） 

 

ⅲ）簡易ガス事業者に対する経済産業局と産業保安監督部の立入検査（ガス事

業法第47条） 
 

 

 

 

 

○ 経済産業局及び産業保安監督部の同一事業者に対する立入検査の実施方
法は区  々

     両機関の連絡調整の方針なし(２地区)、近接した日に実施(１地区)、同
一年度にそれぞれ独自に行わない(３地区)、原則として合同で検査(３地
区) 

○ 同一事業者に対して同一年度に両機関がそれぞれ独自に立入検査を行っ
ているものあり（９経済産業局等中６経済産業局等で30件（平成16年４
月～17年９月）） 

 
 
 
 
 
 
 
 

                      （厚生労働省、農林水産省） 
 

⇒ ⅱ）厚生労働省と農林水産省では、毎年６月を中心に実施している「農

薬危害防止運動」の機会を活用し、「厚生労働省医薬食品局長・農林

水産省消費・安全局長連名通知」の周知徹底を行い、指摘事項に対す

る改善を図っているところ。 

具体的には、平成20年５月26日付けの「農薬危害防止運動実施要

綱」において、厚生労働省医薬食品局長・農林水産省消費・安全局長

連名通知に基づき、同一年度に重複して実施されることのないよう、

毒物及び劇物取締法担当部局と農薬取締法担当部局との間で連絡を密

にし、相互の情報の共有化を図る。」と明記し、これに基づき、効率

良く立入検査が実施されるよう都道府県の関係部局に対し周知を図っ

ているところ。           （厚生労働省、農林水産省） 

 

→ ⅲ）経済産業局等及び産業保安監督部が同一事業者に対して同一年度に

それぞれ独自に立入検査を行うことは望ましくないことから、同一事

業者に対して同一年度にそれぞれ独自に立入検査を行わないことと

し、経済産業局等に対しては平成19年６月13日開催のガス事業担当課

会議において、産業保安監督部に対しては19年３月16日開催の産業保

○ 経済産業局は事業関係を、産業保安監督部は保安関係を検査 
○ 経済産業省は、簡易ガス事業者に対する立入検査の実施方法について
の方針等を示しておらず、どのように行うかは各経済産業局と産業保安
監督部に一任 

○ 厚生労働省及び農林水産省は、都道府県等に対し、同一の販売業者に
対して同一年度に立入検査を重複して実施しない、やむをえず重複して
実施せざるを得ない場合は、検査実施日を調整し合同実施に努めるよう
助言 
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通知要旨 関係省が講じた改善措置状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（説明） 

○ 病院等に対する地方厚生局と都道府県等の立入検査（医療法第25条） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

○ 地方厚生局が特定機能病院への立入検査時に徴する調査表記載事項の一

② 特定機能病院に対し厚生労働大臣への提出を求めている業務報告書の内容

を地方厚生局が把握できる仕組みを設けるとともに、立入検査実施要領等で

定めている地方厚生局と都道府県等が徴する調査表の様式の共通化等を行う

こと。（厚生労働省） 

安監督部長会議及び19年２月28日開催の監督部担当課長会議において

それぞれ指示したところ。        

  （注）「経済産業局等」は、内閣府沖縄総合事務局経済産業部を含む。 

（経済産業省） 
 

⇒ ⅲ）経済産業局等及び産業保安監督部に対し、年度初めに立ち入り検査

計画を作成し、可能な限り同一事業者に双方から同一年度に立ち入り

検査を行わないよう、経済産業局には平成20年３月12日開催のガス事

業担当者会議において、また、産業保安監督部には19年12月６日開催

の産業保安監督部担当部長会議において、それぞれ指示を行ったとこ

ろ。                       （経済産業省） 

 

→ 特定機能病院が毎年 10 月に厚生労働本省（医政局総務課）へ直接提出

する業務報告書について、その写しを地方厚生局へ配布するとともに、地

方厚生局が立入検査に際して特定機能病院から徴する調査表については業

務報告書と重複する事項の記入を求めないこととし、平成19年３月７日開

催の医療監視専門官会議において、各地方厚生局に対して指示したとこ

ろ。 

また、地方厚生局と都道府県等が徴する調査表について、重複する事項

は地方厚生局が徴する調査表において記入を求めないことで立入検査を受

ける事業者の負担を軽減することとし、上記会議において、各地方厚生局

に対して指示したところ。               （厚生労働省） 

 

⇒ 昨年度と同様、特定機能病院から厚生労働本省へ提出される業務報告書の

写しを地方厚生局へ配布するとともに、業務報告書と立入検査時に徴する調

査表における重複記載事項の記入省略について、再度、平成20年３月６日開

催の医療監視専門官会議において、各地方厚生局に対して指示したところ。 

また、現在、地方厚生局と都道府県等が徴する調査表において重複する

事項については、地方厚生局の調査表で記入を求めないこととしているが、

再度上記会議において、各地方厚生局に対して指示したところ。 

（厚生労働省） 

○ 厚生労働省は、立入検査要領等を策定し、調査表等の様式を規定 

 ・ 地方厚生局は、特定機能病院（注）を対象に原則年１回、都道府県

等と合同実施 

・ 都道府県等は、特定機能病院を含むすべての病院等を対象に原則年

１回実施 

○ 特定機能病院は、毎年度、厚生労働大臣に対し、医療法に定める業務

報告書の提出義務 
 

（注） 特定機能病院とは、高度の医療を提供する能力を有すること等の要件を満た

すものとして医療法第４条の２の規定に基づき厚生労働大臣の承認を受けた病

院（平成18年４月現在、大学病院等81が承認）
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通知要旨 関係省が講じた改善措置状況 
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部（患者数、高度医療提供実績等）は、業務報告書で把握可能 

業務報告書の内容を地方厚生局が把握できる仕組みなし 

 

○ 地方厚生局と都道府県等が特定機能病院への合同立入検査時にそれぞれ

徴する調査表等の内容に共通事項（病床数、患者数、診療科目、医師数

等）あり 

 

（説明） 

○ 農薬販売業者等に対する都道府県の立入検査（農薬取締法第13条、毒物及び

劇物取締法第17条第２項） 

 

 

 

 

 

 

○ 農薬取締法に基づく立入検査で毒劇物取締法違反とみられる事例を把握
していながら、担当部局に情報提供を行っていないものあり（９道府県中
２県で10件（平成16年４月～17年９月）） 

③ 農薬取締法や毒劇物取締法に基づく立入検査の結果、法令違反の事実等

の情報を得た場合は、その情報を都道府県等の毒劇物担当部局及び農薬取

締法担当部局間で相互に情報交換し、情報の共有化を進めるよう助言を徹

底すること。（厚生労働省、農林水産省） 

 

 

 

 

 

 

 

→ 厚生労働省医薬食品局長・農林水産省消費・安全局長連名通知により、

都道府県等に対し、毒物及び劇物取締法担当部局と農薬取締法担当部局で連

絡を密にし、いずれか一方の法律に基づく立入検査において違反の事実や疑

義のあることが確認された場合、他方の法律を所管する部局に情報提供をす

るなど立入検査結果の情報の共有化を図るよう助言したところ。 

                      （厚生労働省、農林水産省） 

 

⇒ 上記の通知要旨２－①に対するその後の改善措置状況のとおり。 

                      （厚生労働省、農林水産省） 

 

 

 

○ 農林水産省及び厚生労働省は、都道府県に対し、次の助言 
・ 立入検査の結果については、農薬取締法担当部局と毒物及び劇物取締
法担当部局で連絡を密にし、相互の情報の活用を図ること 

・ 農薬取締法に基づく立入検査の結果、法に違反する行為等があった場
合には、毒劇物取締法担当部局、食品衛生法担当部局その他の関係部局
に情報提供を行うこと 


